
 

 

・第２回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金(三重県) 

対象：三重県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等（三重県版経営

向上計画の認  

定申請を行うことができる者）で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

者《通常枠》、また原油価格・物価高騰の影響を受けた者《原油価格・物価高

騰対応枠》。 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500360.htm(三重県HP) 

 

・伊勢市版地域経済復活支援金(伊勢市) 

対象：以下を満たすもの 

・県支援金の支給を受けていること（県支援金の申請受付は 6月 15日（水

曜）までです） 

・令和 4年 3月 31日（木曜）以前から、伊勢市内に本店を有する法人又は伊

勢市内に住所を有する個人であること。 

https://www.city.ise.mie.jp/bousai_kyukyu/anzen/kikikanri/coronavirus

/r4shien/keizai/1013801.html(伊勢市) 

 

三重県助成金・支援金・助成金 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500360.htm
https://www.city.ise.mie.jp/bousai_kyukyu/anzen/kikikanri/coronavirus/r4shien/keizai/1013801.html
https://www.city.ise.mie.jp/bousai_kyukyu/anzen/kikikanri/coronavirus/r4shien/keizai/1013801.html

